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第２０条 障害者文化芸術活動推進会議

文化庁、厚生労働省、経済産業省その他の関係行政機関による「障害者
文化芸術活動推進会議」を設置し、連絡調整を図ること。

連絡調整に当たっては、学識経験者による「障害者文化芸術活動推進有
識者会議」を設け、その意見を聴くこと。

第９条から第１９条まで

第９条から第１９条までにおいては、障害者の文化芸術の鑑賞の機会の拡
大や創造の企画の拡大など、障害者文化芸術活動の推進に関する１１の
基本的施策の方向性を提示。

第９条 鑑賞の機会の拡大

第１０条 創造の機会の拡大

第１１条 作品等の発表の機会の確保

第１２条 芸術上価値が高い作品等の評価等

第１３条 権利保護の推進

第１４条 芸術上価値が高い作品等の販売等に係る支援

第１５条 文化芸術活動を通じた交流の促進

第１６条 相談体制の整備等

第１７条 人材の育成等

第１８条 情報の収集等

第１９条 関係者の連携協力
第７条 基本計画

施策の総合的かつ計画的に推進を図るため、文部科
学大臣と厚生労働大臣が、「障害者による文化芸術活
動の推進に関する基本的な計画」を定めなければなら
ないこと。

第８条 地方公共団体の計画

地方公共団体は、国の計画を勘案して、計画を定める
よう、努力義務を規定。

第１条 目的

文化芸術基本法及び障害者基本法の基本的な理念に
のっとり、障害者による文化芸術活動の推進に関する施
策を総合的かつ計画的に推進する。

文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及
び社会参加の促進を図る。

第３条 基本理念

１）文化芸術の鑑賞・参加・創造など、障害者による文
化芸術活動の幅広い促進

２）障害者による芸術上価値の高い作品等の創造に対
する支援の強化

３）地域における、障害者の作品等の発表、交流の促進
による、心豊かに暮らすことのできる住みよい地域社
会の実現

「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」（平成３０年法律第４７号）の概要

第４章 障害者文化芸術活動推進会議

第３章 基本的施策

第２章 基本計画等

第１章 総則
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